
 
 

 

第１回 横浜市神奈川区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会 会議録 
日 時 令和元年 12 月４日（水）9 時 00 分～11 時 00 分 
開 催 場 所 神奈川区役所本館地下１階 研究室 
出 席 者 【選定委員】豊田委員、丸田委員、佐藤委員、松島委員、塚原委員、 

倉石委員、奥田委員、髙木委員 
【事務局】 小西福祉保健センター長、堀福祉保健センター担当部長、 

川原高齢・障害支援課長、郷原高齢者支援担当係長、 
藤巻地域包括ケア担当係長、 
新井福祉保健課長、村尾事業企画担当係長、職員 中山・植田 

欠 席 者 なし 
開 催 形 態 公開（傍聴者なし） ※ただし、議題２以降は非公開 
議 題 １ 会議の公開・非公開 

２ 指定管理者選定のスケジュール 
３ 公募要項 
４ 応募関係書類 
５ 評価基準及び評価方法、最低制限基準 
６ 選定対象とその扱いについて 
７ その他 

決 定 事 項 １ 会議の公開・非公開については、第１回選定委員会は議題２以降非公開、  
第２回選定委員会は応募法人によるプレゼンテーション及び質疑応答は公開、

審査に係る部分は非公開とする。 
２ 選定スケジュールについては、事務局案どおりに決定。 
３ 公募要項については、事務局案どおりに決定。 
４ 応募関係書類については、事務局案どおりに決定。 
５ 評価基準および最低制限基準については、事務局案どおりに決定。 
６ 選定対象とその扱いについては、事務局案どおりに決定。 

議 事 ○ あいさつ 
○ 配布資料の確認 
○ 委員自己紹介 
○ 指定管理者選定の概要説明 

・趣旨及び公募施設について事務局から説明。 
○ 要綱説明 

・委員会の担当事務及び委員の責務等について事務局から説明。 
○ 委員長及び職務代理者の選出。 

・互選により、委員長に豊田委員を選出。 
・委員長の氏名により、職務代理者に佐藤委員を選出。 

○ 議題 



 
 

１ 会議の公開・非公開について 
（委員長）それでは、案件 1 について説明を。 
（事務局）選定委員会運営要綱第９条及び「横浜市の保有する情報公開に関する 

条例」第31条に基づき原則公開。同条例第31条ただし書きにより、第 

１回選定委員会は、議題２以降は公募要項等の公表前に内容を審議 

すること等から非公開、第２回選定委員会は、応募法人によるプレゼ

ンテーション及び質疑応答は公開、審査に係る部分は非公開とする

ことを提案。 

（委員長）事務局案とすることでよいか。 

（委 員）異議なし。 
 
２ 指定管理者選定のスケジュールについて【非公開】 

（委員長）事務局から説明を。 
（事務局）資料２のとおり事務局案を説明。 
（委員長）事務局案とすることでよいか。 

（委 員）異議なし。 
 
３ 公募要項について【非公開】 

（委員長）事務局から説明を。 
（事務局）主な項目及び施設により内容が異なる部分について説明。 

（委員長）事務局案とすることでよいか。 
（委 員）異議なし。 
 
４ 応募関係書類について【非公開】 

（委員長）事務局から説明を。 
（事務局）主な項目について説明。 
（委員長）事務局案とすることでよいか。 
（委 員）異議なし。 
 
５ 評価基準及び評価方法、最低制限基準について【非公開】 

（委員長）事務局から説明を。 
（事務局）評価基準について、第３期との変更点も踏まえて事務局案を説明。 
（委員長）事務局案とすることでよいか。 
（委 員）異議なし。 
（事務局）次に、最低制限基準を設定することを提案。 

（委員長）最低制限基準について、事務局案とすることでよいか。 
（委 員）異議なし。 

 



 
 

６ 選定対象とその扱いについて【非公開】 
（委員長）事務局から説明を。 
（事務局）第２回選定委員会のプレゼンテーションの方法として、 
     時間配分等の案を説明。 
（委員長）事務局案とすることでよいか。 
（委 員）異議なし。 
 
○ その他 

 ・第２回選定委員会の日程については、令和２年４月下旬を予定。 

 ・本日の議事録及び修正箇所については、委員長に確認を一任することで異議な

し。 ※資料は事務局が回収。 

資 料 
 

(1)  神奈川区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会委員名簿 

(2)  神奈川区地域ケアプラザ指定管理者選定の概要について 

(3) 横浜市神奈川区地域ケアプラザの指定管理者の候補者の選定等に関す 

る要綱 

(4) 横浜市神奈川区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会運営要綱 

(5) 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（抜粋） 

 (6) 評価基準項目 事務局案 

(7) 地域ケアプラザ第４期指定管理者選定の最低制限基準等について 

 (8) 各施設公募要項 

 (9) 各施設応募関係書類 

 


